
最低制限価格の算出⽅法及び算出例 
 

令和８年７⽉１⽇以降に公告・指名通知等を⾏う案件については、⼯事請負契約に係る
低⼊札価格調査基準中央公共⼯事契約制度運⽤連絡協議会モデル（中央公契連モデル）に
準じて、下記のとおり最低制限価格を設定します。 
 
１．最低制限価格の算出⽅法 

予定価格算出の基礎となった以下のア〜エの合計額。ただし、その額が、予定価格
に 100 分の 92 を乗じて得た額を超える場合は予定価格に 100 分の 92 を乗じて得
た額とし、予定価格に 100 分の 75 を乗じて得た額に満たない場合は予定価格に 
100 分の 75 を乗じて得た額とする。 
ア．直接⼯事費に 100 分の 97 を乗じて得た額 
イ．共通仮設費に 100 分の 90 を乗じて得た額 
ウ．現場管理費に 100 分の 90 を乗じて得た額 
エ．⼀般管理費等に 100 分の 68 を乗じて得た額 
 
２．最低制限価格の算出例 
〇〇〇建設⼯事 
予定価格：11,000,000 円（税抜価格 10,000,000 円） 
ア．直接⼯事費：5,500,000 円（税抜価格 5,000,000 円） 
イ．共通仮設費：1,100,000 円（税抜価格 1,000,000 円） 
ウ．現場管理費：2,200,000 円（税抜価格 2,000,000 円） 
エ．⼀般管理費等：2,200,000 円（税抜価格 2,000,000 円） 
 
計算⼿順 
【⼿順１】ア〜エのそれぞれの項⽬に所定の割合を乗じて、合計額を求める。 
ア．直接⼯事費 5,500,000 円×97％＝5,335,000 円（税抜価格 4,850,000 円） 
イ．共通仮設費 1,100,000 円×90％＝990,000 円（税抜価格 900,000 円） 
ウ．現場管理費 2,200,000 円×90％＝1,980,000 円（税抜価格 1,800,000 円） 
エ．⼀般管理費等 2,200,000 円×68％＝1,496,000 円（税抜価格 1,360,000 円） 

 
5,335,000 円＋990,000 円＋1,980,000 円＋1,496,000 円＝9,801,000 円 
                        （税抜 8,910,000 円） 

 
 



【⼿順２】予定価格に 100 分の 92 を乗じて得た額を求める。 
11,000,000 円×92％＝10,120,000 円 
 
【⼿順３】予定価格に 100 分の 75 を乗じて得た額を求める。 
11,000,000 円×75％＝8,250,000 円 
 
 
【⼿順４】ア〜エの合計額、予定価格に 100 分の 92 を乗じて得た額、予定価格に 
100 分の 75 を乗じて得た額を⽐較し、最低制限価格を決める。 
8,250,000 円＜9,801,000 円＜10,120,000 円 
 
9,801,000 円が最低制限価格となる。（税抜価格 8,910,000 円） 


